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（３）心のバリアフリーの推進 

 

ハード面での整備やソフト面での施策を進める事で、移動等円滑化整備を具体的

に進めることができます。 

しかしながら、高齢者や障害者等支援を必要とされる方が自立した日常生活や社

会生活を送るためには、社会全体で理解を深め、お互い支え合うことができる社会

を実現していくことが必要です。 

そのためには、市民一人ひとりが、支援を必要とされる方の考えるバリアやどの

ような支援が必要であるかを理解するとともに、時には自分の行動がバリアになり

えるということを認識し、バリアをなくす行動につなげる「心のバリアフリー」を

推進することが重要です。 

お互いが支え合うことができる社会実現のため、「心のバリアフリー」施策を推進

していきます。 

 

《理解を深めるための施策》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「一歩踏み出すための相互理解」 

 障害種別の特性を理解するとともに、相手の人格を尊重し、障害の有無に

かかわらず、困っている人に進んで声をかけられる様、様々な活動を推進し

ます。（資料４「障害種別の特性」63～68 ページを参照して下さい。） 

○バリアフリー教育の実施 

・バリアフリー教育、当事者の状況の実体験 など 

○職員、事業者などへのバリアフリー研修の充実 

・障害種別の特性の理解、様々な支援が必要な方への対応方法の研修、緊

急時における対応方法の徹底 など 

○市民に対する学習機会の提供 

・せんなん伝市メール（出前講座）、バリアフリー基本構想などのパンフレ

ット配布、ホームページの活用 など 

○高齢者、障害者等と交流する機会の拡大 

・バリアフリー整備に対する講演会 など 

○高齢者、障害者等をサポートするＮＰＯ・ボランティアなどへの活動支援 

・公共施設などの場所の提供、イベント開催時の支援 など 

 



 




